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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の中継機によって中継された複数の無線信号が重なった信号を受信する受信部と、
　前記受信された重複信号を復調することによってコードワードを生成する復調部と、
　予め決定した数のコードワードを蓄積する蓄積部と、
　前記蓄積されたコードワードを共に考慮して復号化することによって、複数のデータブ
ロックを生成する復号化部と、
　を備え、
　前記蓄積部は、第１時点で受信された第１重複信号に基づいて生成された第１コードワ
ード、及び第２時点で受信された第２重複信号に基づいて生成された第２コードワードを
蓄積し、
　前記第１コードワードは、前記複数のデータブロックに対する第１符号化情報を含み、
前記第２コードワードは、前記複数のデータブロックに対する第２符号化情報を含むこと
を特徴とする受信機。
【請求項２】
　前記複数の無線信号は互いに異なる送信機から送信された信号を含み、前記復号化部は
前記互いに異なる送信機から送信された信号それぞれに対応するデータブロックを生成す
ることを特徴とする請求項１に記載の受信機。
【請求項３】
　送信機と前記受信機との間の経路の長さに関するネットワークタイプを判断するネット
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ワークタイプ判断部と、
　前記ネットワークタイプ判断部により判断された前記ネットワークタイプが階層ネット
ワークを指示することに反応して前記生成されたコードワードを復号化する単一ブロック
復号化部と、
　をさらに備えることを特徴とする請求項１又は２に記載の受信機。
【請求項４】
　ロングメッセージ符号化方式に基づいて複数のデータブロックから複数のコードワード
を生成し、前記コードワードを含む信号をマルチキャストする送信機であって、前記コー
ドワードのそれぞれは、対応する独立コードを用いて同じ複数のデータブロックを符号化
することにより生成される、送信機と、
　前記マルチキャストされた信号を受信し、前記マルチキャストされた信号を他の中継機
の符号化方式と独立した符号化方式を用いて符号化することにより前記複数のデータブロ
ックのランダムマッピングされた信号を生成し、前記複数のデータブロックの前記ランダ
ムマッピングされた信号を中継する複数の中継機と、
　前記複数の中継機によって中継された複数の信号が重なった信号を受信し、前記受信さ
れた信号を蓄積し、前記蓄積された信号を共に考慮して復号化することによって、複数の
データブロックを生成する受信機と、
　を備えることを特徴とする協調通信システム。
【請求項５】
　前記受信機は、前記複数の中継機によって中継された少なくとも２つの信号が重なった
信号を受信することを特徴とする請求項４に記載の協調通信システム。
【請求項６】
　前記送信機は、
　前記複数のデータブロックが入力され、複数のコードワードを生成するために前記複数
のデータブロックを符号化する符号化部と、
　前記複数のコードワードそれぞれを変調することによって複数の変調信号を生成する変
調部と、
　を備え、
　前記符号化部は、前記複数のコードワードそれぞれを生成するために前記複数のデータ
ブロックを互いに独立的に符号化することを特徴とする請求項４又は５に記載の協調通信
システム。
【請求項７】
　前記複数の中継機それぞれは、
　前記複数のデータブロックを含む無線信号を受信する受信部と、
　前記受信された信号を復調する復調部と、
　予め決定したレベルに基づいて前記復調された信号を量子化する量子化部と、
　前記量子化された信号を変調する変調部と、
　前記変調した信号を送信する送信部と、
　を備え、
　前記複数の中継機それぞれに含まれた符号化部は互いに独立的に符号化を行うことを特
徴とする請求項６に記載の協調通信システム。
【請求項８】
　前記受信機は、
　前記複数の中継機によって中継された複数の無線信号が重なった信号を受信する受信部
と、
　前記受信部によって受信された重複信号を復調することでコードワードを生成する復調
部と、
　予め決定した数のコードワードを蓄積するコードワード蓄積部と、
　前記蓄積されたコードワードを共に考慮して復号化することによって、複数のデータブ
ロックを生成する復号化部と、
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　を備えることを特徴とする請求項７に記載の協調通信システム。
【請求項９】
　前記受信機は、前記複数の中継機によって中継された複数の信号が重なった予め決定し
た長さの信号を蓄積し、前記蓄積された信号に前記復号化を適用することにより前記複数
のデータブロックを復元することを特徴とする請求項４乃至８のいずれか一項に記載の協
調通信システム。
【請求項１０】
　複数の中継機により中継された複数の第１無線信号が重なった第１信号を受信するステ
ップと、
　前記第１信号を復調することによって第１コードワードを生成するステップと、
　前記第１コードワードを蓄積するステップと、
　前記複数の中継機によって中継された複数の第２無線信号が重なった第２信号を受信す
るステップと、
　前記第２信号を復調することによって第２コードワードを生成するステップと、
　前記第２コードワードを蓄積するステップと、
　前記蓄積された第１及び第２コードワードを共に考慮して復号化することによって、複
数のデータブロックを生成するステップと、
　を含み、
　前記複数の第１無線信号のそれぞれは前記第１コードワードに対応し、前記複数の第２
無線信号のそれぞれは前記第２コードワードに対応し、前記第１及び第２コードワードの
それぞれは、対応する独立コードを用いて同じ複数のデータブロックを符号化することに
より生成され、前記複数のデータブロックをランダムにマッピングするために前記複数の
第１及び第２無線信号は独立的に符号化される、通信方法。
【請求項１１】
　前記蓄積された第１及び第２コードワードを共に考慮して復号化するステップは、
　送信機と受信機との間の経路の長さに関するネットワークタイプを判断するステップと
、
　前記判断されたネットワークタイプが階層ネットワークを指示することに反応して、前
記第１コードワードと前記第２コードワードを復号化するステップと、
　を含む、請求項１０に記載の通信方法。
【請求項１２】
　前記複数の第１及び第２無線信号は相異なる送信機から送信された信号を含み、前記生
成されたデータブロックは前記送信された信号それぞれに対応する、請求項１０又は１１
に記載の通信方法。
【請求項１３】
　前記複数の中継機のそれぞれは、送信機からマルチキャストされた信号を受信し、前記
マルチキャストされた信号を他の中継機の符号化方式と独立した符号化方式を用いて符号
化することによって、前記複数のデータブロックのランダムマッピングされた信号を生成
し、前記複数のデータブロックの前記ランダムマッピングされた信号を中継する、請求項
１０乃至１２のいずれか一項に記載の通信方法。
【請求項１４】
　前記マルチキャストされた信号は、対応する独立コードを用いて同じデータブロックを
符号化するロングメッセージ符号化方式に基づいて送信機によって生成される、請求項１
３項に記載の通信方法。
【請求項１５】
　請求項１０乃至１４のいずれか一項の方法を実行させるためのプログラムが記録された
コンピュータで読み出し可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　下実の施形態は、ネットワーク圧縮転送方式を用いる協調通信システム、送信機、中継
機及び受信機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　中継機の動作方法は大きく３種類の方式に分類される。増幅転送（Ａｍｐｌｉｆｙ－ａ
ｎｄ－Ｆｏｒｗａｒｄ）方式は、以前のタイムスロットで受信された信号の増幅したバー
ジョンを送信する方式である。デコード転送（Ｄｅｃｏｄｅ－ａｎｄ－Ｆｏｒｗａｒｄ）
方式は、特定のタイムスロットに含まれたソースメッセージを復号化した後、次のタイム
スロットでデコードされたメッセージを再び符号化して送信する方式である。圧縮転送（
Ｃｏｍｐｒｅｓｓ－ａｎｄ－Ｆｏｒｗａｒｄ）方式は特定のタイムスロットで受信された
信号を量子化し、次のタイムスロットで量子化された信号を符号化して送信する方式であ
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一実施形態に係る協調通信システムの目的は、ネットワーク圧縮転送方式のための理論
的なコーディング方法を実用的に用いるネットワークフレームワーク（ｎｅｔｗｏｒｋ　
ｆｒａｍｅｗｏｒｋ）を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態に係る送信機は、複数のデータブロックが入力され、複数のコードワードを
生成するために前記複数のデータブロックを符号化する符号化部と、前記複数のコードワ
ードそれぞれを変調することによって複数の変調信号を生成する変調部とを備える。ここ
で、前記符号化部は、前記複数のコードワードそれぞれを生成するために前記複数のデー
タブロックを互いに独立的に符号化してもよい。
【０００５】
　他の一実施形態に係る少なくとも１つの送信機、複数の中継機、及び少なくとも１つの
受信機を含むネットワークで前記少なくとも１つの送信機から前記少なくとも１つの受信
機に送信されたデータブロックを中継する中継機において、前記データブロックを含む無
線信号を受信する受信部と、前記受信部によって受信された信号を復調する復調部と、前
記復調部によって復調された信号を予め決定した圧縮レベルに応じて量子化する量子化部
と、前記量子化部によって量子化された信号を符号化する符号化部と、前記符号化部によ
って符号化された信号を変調する変調部と、前記変調部によって変調した信号を送信する
送信部とを備える。ここで、前記複数の中継機それぞれに含まれた符号化部は互いに独立
的に符号化を行ってもよい。
【０００６】
　更なる一実施形態に係る受信機は、複数の中継機によって中継された複数の無線信号が
重なった信号を受信する受信部と、前記受信部によって受信された重複信号を復調するこ
とによってコードワードを生成する復調部と、予め決定した数のコードワードを蓄積する
コードワード蓄積部と、複数のデータブロックを生成するために前記予め決定した数のコ
ードワードをジョイント復号化する復号化部とを備える。
【０００７】
　更なる一実施形態に係る協調通信システムは、ロングメッセージ符号化方式に基づいて
複数のデータブロックからコードワードを生成し、前記コードワードを含む信号をマルチ
キャストする送信機と、前記マルチキャストされた信号を受信し、前記マルチキャストさ
れた信号を他の中継機と独立的に符号化することにより前記複数のデータブロックのラン
ダムマッピングされた信号を生成し、前記ランダムマッピングされた信号を中継する複数
の中継機と、前記複数の中継機によって中継された複数の信号を受信し、ジョイント復号
化方式に基づいて前記複数の信号から前記複数のデータブロックを生成する受信機とを備
える。
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【発明の効果】
【０００８】
　一実施形態に係る協調通信システムによると、ネットワーク圧縮転送方式のための理論
的なコーディング方法を実用的に用いるネットワークフレームワークを提供することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】一実施形態に係るネットワーク圧縮転送方式を用いる協調通信システムを説明す
るための図である。
【図２Ａ】一実施形態に係る送信機を説明するための図である。
【図２Ｂ】一実施形態に係る送信機を説明するための図である。
【図２Ｃ】一実施形態に係る送信機を説明するための図である。
【図２Ｄ】一実施形態に係る送信機を説明するための図である。
【図２Ｅ】一実施形態に係る送信機を説明するための図である。
【図３Ａ】一実施形態に係る中継機を説明するための図である。
【図３Ｂ】一実施形態に係る中継機を説明するための図である。
【図３Ｃ】一実施形態に係る中継機を説明するための図である。
【図３Ｄ】一実施形態に係る中継機を説明するための図である。
【図４】一実施形態に係る受信機を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　＜本発明の概要＞
【００１１】
　一実施形態に係る送信機は、複数のデータブロックが入力され、複数のコードワードを
生成するために前記複数のデータブロックを符号化する符号化部と、前記複数のコードワ
ードそれぞれを変調することによって複数の変調信号を生成する変調部とを備える。ここ
で、前記符号化部は、前記複数のコードワードそれぞれを生成するために前記複数のデー
タブロックを互いに独立的に符号化してもよい。
【００１２】
　ここで、前記複数のコードワードは第１コードワードと第２コードワードを含み、
【００１３】
　前記符号化部は、前記第１コードワードを生成するために前記複数のデータブロックを
第１コードを用いて符号化し、前記第２コードワードを生成するために前記複数のデータ
ブロックを第２コードを用いて符号化してもよい。
【００１４】
　また、前記変調部は、前記符号化部によって生成されるコードワードの長さ及び前記変
調部によって生成される変調信号に含まれたシンボルの数（前記シンボルの数は予め決定
される）に基づいて決定された変調方式を用いてもよい。
【００１５】
　また、前記符号化部は、前記複数のデータブロックを含む送信メッセージを受信する受
信部と、前記送信メッセージを前記複数のデータブロックに分割する分割部とを備えても
よい。
【００１６】
　また、前記送信機は、前記変調部によって生成された変調信号を複数の中継機にマルチ
キャストする送信部をさらに備え、前記複数の中継機それぞれは、ネットワーク圧縮転送
方式により前記送信部によってマルチキャストされた信号を中継してもよい。
【００１７】
　また、前記送信機は、前記送信機と受信機との間の経路の長さに関するネットワークタ
イプを判断するネットワークタイプ判断部と、前記判断結果に応じて単一のデータブロッ
クが入力され、前記単一のデータブロックに対応するコードワードを生成するために前記
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単一のデータブロックを符号化する単一ブロック符号化部とをさらに備え、前記変調部は
、前記単一ブロック符号化部によって生成されたコードワードを変調してもいお。
【００１８】
　他の一実施形態に係る少なくとも１つの送信機、複数の中継機、及び少なくとも１つの
受信機を含むネットワークで前記少なくとも１つの送信機から前記少なくとも１つの受信
機に送信されたデータブロックを中継する中継機において、前記データブロックを含む無
線信号を受信する受信部と、前記受信部によって受信された信号を復調する復調部と、前
記復調部によって復調された信号を予め決定した圧縮レベルに応じて量子化する量子化部
と、前記量子化部によって量子化された信号を符号化する符号化部と、前記符号化部によ
って符号化された信号を変調する変調部と、前記変調部によって変調した信号を送信する
送信部とを備える。ここで、前記複数の中継機それぞれに含まれた符号化部は互いに独立
的に符号化を行ってもよい。
【００１９】
　ここで、前記複数の中継機それぞれに含まれた符号化部は、前記データブロックが任意
にマッピングされるように互いに独立的に符号化を行ってもよい。
【００２０】
　また、前記量子化部は、前記ネットワークの目標速度に基づいて前記予め決定した圧縮
レベルを調整する圧縮レベル調整部と、前記復調された信号に含まれた複数のシンボルそ
れぞれを量子化するスカラー量子化部と、前記復調された信号に含まれた複数のシンボル
のシーケンスを量子化するベクトル量子化部とのうち少なくとも１つを備えてもよい。
【００２１】
　また、前記中継機は、前記量子化された信号をエントロピー符号化するエントロピー符
号化部をさらに備え、前記符号化部は、前記エントロピー符号化部によってエントロピー
符号化された信号を符号化してもよい。
【００２２】
　また、前記中継機は、前記符号化された信号をインターリビングするインターリビング
部をさらに備え、前記変調部は、前記インターリビング部によってインターリビングされ
た信号を変調してもよい。
【００２３】
　更なる一実施形態に係る受信機は、複数の中継機によって中継された複数の無線信号が
重なった信号を受信する受信部と、前記受信部によって受信された重複信号を復調するこ
とによってコードワードを生成する復調部と、予め決定した数のコードワードを蓄積する
コードワード蓄積部と、複数のデータブロックを生成するために前記予め決定した数のコ
ードワードをジョイント復号化する復号化部とを備える。
【００２４】
　ここで、前記複数の無線信号は互いに異なる送信機から送信された信号を含み、前記復
号化部は前記互いに異なる送信機から送信された信号それぞれに対応するデータブロック
を生成してもよい。
【００２５】
　また、前記受信機は、送信機と前記受信機との間の経路の長さに関するネットワークタ
イプを判断するネットワークタイプ判断部と、前記判断結果に応じて前記復調部によって
生成されたコードワードを復号化する単一ブロック復号化部とをさらに備えてもよい。
【００２６】
　更なる一実施形態に係る協調通信システムは、ロングメッセージ符号化方式に基づいて
複数のデータブロックからコードワードを生成し、前記コードワードを含む信号をマルチ
キャストする送信機と、前記マルチキャストされた信号を受信し、前記マルチキャストさ
れた信号を他の中継機と独立的に符号化することにより前記複数のデータブロックのラン
ダムマッピングされた信号を生成し、前記ランダムマッピングされた信号を中継する複数
の中継機と、前記複数の中継機によって中継された複数の信号を受信し、ジョイント復号
化方式に基づいて前記複数の信号から前記複数のデータブロックを生成する受信機とを備
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える。
【００２７】
　＜本発明の詳細＞
　実施形態は、ノイジーネットワーク（ｎｏｉｓｙ　ｎｅｔｗｏｒｋ）を実現するための
フレームワークに関する。例えば、ノイズレスネットワーク（ｎｏｉｓｅｌｅｓｓ　ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）において受信機は入力リンクそれぞれのために分離した入力を有し、各中継
機から中継される中継信号を分離して受信してもよい。一方、ノイズネットワークにおい
て受信機は、複数の中継機から中継される中継信号を分離せず受信する。この場合、受信
機は、複数の中継機から中継される複数の中継信号が重なった信号を受信する。
【００２８】
　以下、実施形態を添付する図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２９】
　図１は、一実施形態に係るネットワーク圧縮転送方式を用いる協調通信システムを説明
するための図である。図１を参照すると、一実施形態に係る協調通信システム１００は、
少なくとも１つの送信機１１０、複数の中継機１２０及び少なくとも１つの受信機１３０
を備える。
【００３０】
　ここで、少なくとも１つの送信機１１０は、少なくとも１つの受信機１３０を宛先とす
るデータパケットを送信してもよい。ここで、少なくとも１つの送信機１１０は、マルチ
キャスト方式を用いてデータパケットを複数の中継機１２０のうち少なくとも一部に送信
してもよい。複数の中継機１２０は、少なくとも１つの送信機１１０によって送信された
データパケットを少なくとも１つの受信機１３０に向けて中継する。
【００３１】
　データパケットは、特定送信機が送信しようとする情報である。例えば、第１送信機は
第１データパケットをマルチキャストし、第２送信機は第２データパケットをマルチキャ
ストする。ノイジーネットワークにおいて受信機は、第１データパケットが含まれた信号
と第２データパケットが含まれた信号を分離することなく受信する。受信機は複数の中継
信号が重なった信号を受信し、受信された信号から第１データパケット及び／または第２
データパケットを抽出してもよい。図１に示す受信機１３０をポインティングする複数の
矢印は複数の中継機１２０によって送信される複数の中継信号を示し、受信機１３０のそ
れぞれは複数の中継信号が重なった信号を受信する。
【００３２】
　ここで、少なくとも１つの送信機１１０は、ロングメッセージ符号化（ｌｏｎｇ　ｍｅ
ｓｓａｇｅ　ｅｎｃｏｄｉｎｇ）方式を用いる。より具体的には、少なくとも１つの送信
機１１０は、ｂ個のデータブロックを用いてｂ個のコードワードを生成してもよい。ここ
で、ｂは１よりも大きい整数であってもよい。少なくとも１つの送信機１１０は、ｂ個の
コードワードを独立的に生成してもよい。例えば、少なくとも１つの送信機１１０は、ｂ
個のコードワードそれぞれを生成するために相異なる符号化方式を用いてもよい。ロング
メッセージ符号化方式に関する詳細な事項は、図２Ａ～図２Ｅを参照して後述する。
【００３３】
　また、複数の中継機１２０は、ネットワーク圧縮転送方式に基づいてデータパケットを
中継してもよい。ここで、複数の中継機１２０は、互いに独立的なチャネルエンコーダを
用いてデータパケットを中継してもよい。これによって、複数の中継機１２０は、中継さ
れるデータパケットが実質的に任意にマッピングされるようにしてもよい。複数の中継機
１２０の中継方法に関する詳細な事項は、図３Ａ～図３Ｂを参照して後述する。
【００３４】
　また、少なくとも１つの受信機１３０は、複数の中継機１２０によって中継された複数
の信号が重なった信号を受信してもよい。ここで、少なくとも１つの受信機１３０は、受
信された重複信号を予め決定した長さだけ蓄積し、蓄積された信号をジョイント復号化す
ることにより少なくとも１つの送信機１１０から送信されたデータパケットを復元するこ
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とができる。
【００３５】
　例えば、送信機Ｔ１が受信機Ｒ１を宛先とするデータパケットを送信するものと仮定す
る。この場合、送信機Ｔ１によって送信されたデータパケットは、複数の中継機によって
中継されてもよい。受信機Ｒ１は、複数の中継機によって中継された複数の中継信号が重
なった信号を受信してもよい。受信機Ｒ１は、受信された重複信号を予め決定した長さだ
け蓄積した後、蓄積された信号に基づいて送信機Ｔ１によって送信されたデータパケット
を復元してもよい。
【００３６】
　一実施形態により、送信機Ａと送信機Ｂがそれぞれ受信機Ｃを宛先とするデータパケッ
トを送信するものと仮定する。この場合、受信機Ｃは送信機Ａによって送信されたデータ
パケットと送信機Ｂによって送信されたデータパケットとが重なった信号を受信してもよ
い。受信機Ｃは、受信された重複信号を予め決定した長さだけ蓄積してもよい。受信機Ｃ
は、蓄積された信号にジョイント復号化方式を適用することによって、送信機Ａにより送
信されたデータパケットと送信機Ｂにより送信されたデータパケットとを同時に復号化す
ることができる。ジョイント復号化方式に関する詳細な事項は図４を参照して説明する。
【００３７】
　これによって、一実施形態に係る協調通信システムは、ネットワーク圧縮転送方式のた
めの理論的なコーディング方法を実用的に用いるネットワークフレームワークを提供する
ことができる。
【００３８】
　それだけではなく、一実施形態に係る協調通信システムは、中央集中型ネットワークと
分散型ネットワークを混用する次世代ネットワークの物理層技術として用いることができ
る。
【００３９】
　図２Ａ～図２Ｅは、一実施形態に係る送信機を説明するための図である。
【００４０】
　図２Ａを参照すると、一実施形態に係る送信機２００は、符号化部２１０及び変調部２
２０を備える。
【００４１】
　符号化部２１０は複数のデータブロックが入力され、複数のコードワードを生成するた
めに複数のブロックを符号化してもよい。ここで、符号化部２１０は、様々な方式に基づ
いて複数のデータブロックが入力されてもよい。例えば、図２Ｂを参照すると、符号化部
２１０は複数のデータブロックを含む送信メッセージを受信する受信部２１２と、受信さ
れたメッセージを複数のデータブロックに分割する分割部２１４とを備える。または、符
号化部２１０は、複数のデータブロックを順次受信してもよい。
【００４２】
　ここで、符号化部２１０は、複数のコードワードそれぞれを生成するために複数のデー
タブロックを互いに独立的に符号化してもよい。ここで、符号化部２１０はチャネルエン
コーダを含んでもよい。または、符号化部２１０はブロックコーディング方式を用いても
よい。
【００４３】
　図２Ｃを参照すると、一実施形態に係る符号化部２１０は、基本的にデータブロック２
３０に基づいてロングメッセージ符号化を行ってもよい。ここで、データブロック２３０
はｂ個のデータブロックを含んでもよく、ｂは予め決定した正の整数として、ネットワー
ク内の送信機から受信機までのホップ数に応じて決定されてもよい。
【００４４】
　より具体的に、符号化部２１０は、１つの同一の長いメッセージのデータブロック２３
０を互いに独立的なコードを用いて符号化することで複数のコードワード２４０、２５０
、２６０を生成してもよい。
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【００４５】
　例えば、符号化部２１０によって生成される複数のコードワードに第１コードワード２
４０と第２コードワード２５０が含まれていると仮定する。例えば、図２Ｃを参照すると
、符号化部２１０は、複数のデータブロック２３０を用いて第１コードワード２４０を生
成してもよい。さらに、符号化部２１０は、複数のデータブロック２３０を用いて第２コ
ードワード２５０を生成してもよい。
【００４６】
　この場合、符号化部２１０は、第１コードワード２４０を生成するためにデータブロッ
ク２３０を第１コードを用いて符号化し、第２コードワード２５０を生成するためにデー
タブロック２３０を第２コードを用いて符号化してもよい。ここで、符号化部２１０によ
って生成されるコードワード数は複数のデータブロック２３０の数に対応する。これによ
って、受信機は、複数のデータブロック２３０に含まれた情報を復元することができる。
【００４７】
　図２Ｄを参照すると、一実施形態に係るデータブロック２３０はｂ個のデータブロック
を含んでもよく、各データブロックは長さがｎであるデータｍｋを含んでもよい。この場
合、データｍｋは２ｎｂＲ＿ｋ個の要素のいずれか１つの値を有してもよい。ここで、Ｒ
＿ｋは、それぞれのデータブロックを送信するときデータ送信率またはデータ送信速度を
含んでもよい。
【００４８】
　図２Ｅを参照すると、一実施形態に係る符号化部２１０は、変調時のコンステレーショ
ンの大きさを減らすためにブロックマルコフ符号化（ｂｌｏｃｋ　Ｍａｒｋｏｖ　ｅｎｃ
ｏｄｉｎｇ）方式、またはハッシング（ｈａｓｈｉｎｇ）方式を用いてもよい。ブロック
マルコフ符号化方式は、ロングメッセージを複数のブロックに分割した後、各ブロックに
対応するメッセージを独立的なコードを用いて符号化する方式である。
【００４９】
　この場合、データブロック２３０はｂ個のデータブロックを含んでもよく、それぞれの
データブロックは長さがｎであるデータｍｋ、ｊを含んでもよい。データｍｋ、ｊは２ｎ

Ｒ＿ｋ、ｊ個の要素のいずれか１つの値を有してもよい。ここで、Ｒ＿ｋ、ｊはｊ番目の
データブロックを送信するときデータ送信率またはデータ送信速度を含んでもよい。
【００５０】
　再び図２Ａを参照すると、変調部２２０は、符号化部２１０によって生成された複数の
コードワードそれぞれを変調することによって複数の変調信号を生成してもよい。ここで
、変調部２２０は、符号化部２１０によって生成されるコードワードの長さ（例えば、Ｎ
）及び変調部２２０自身によって生成される変調信号に含まれたシンボルの数（例えば、
ｎ）に基づいて変調方式を決定してもよい。
【００５１】
　変調信号に含まれたシンボルの数は、ネットワークの状態などに基づいて予め決定して
もよい。または、変調信号に含まれたシンボルの数は、ショートメッセージ符号化方式を
用いる場合ネットワークに送信されるシンボルの数と同一に決定してもよい。
【００５２】
　符号化部２１０によって生成されるコードワードの長さは変調信号に含まれたシンボル
の数よりも大きくてもよく、場合に応じて、変調信号に含まれたシンボルの数よりも小さ
くてもよい。例えば、コードワードの長さは、符号化部２１０によって用いられる符号化
方式と変調部２２０によって用いられる変調方式との組合せにより様々に変形されてもよ
い。
【００５３】
　例えば、符号化部２１０によって生成されるコードワードの長さがＮであり、変調信号
に含まれたシンボルの数がｎである場合を仮定しよう。この場合、変調部２２０は２Ｎ／

ｎ－ａｒｙ変調方式を用いてもよい。
【００５４】
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　図２Ａの点線に示す一実施形態に係る送信機２００は、変調部２２０によって生成され
た変調信号を複数の中継機にマルチキャストする送信部２２５をさらに備えてもよい。こ
こで、複数の中継機それぞれは、ネットワーク圧縮転送方式により送信部２２５によって
マルチキャストされた信号を中継してもよい。ネットワーク圧縮転送方式に対する詳細な
事項は、図３Ａ～３Ｄを参照して後述する。
【００５５】
　図２Ａの点線に示す一実施形態に係る送信機２００は、ネットワークタイプ判断部２１
５及び単一ブロック符号化部２１７をさらに備えてもよい。ここで、ネットワークタイプ
判断部２１５は、送信機と受信機との間の経路の長さに関するネットワークタイプを判断
する。単一ブロック符号化部２１７は、ネットワークタイプ判断部２１５の判断結果に応
じて単一のデータブロックが入力され、当該のデータブロックに対応するコードワードを
生成するために当該データブロックを符号化してもよい。この場合、変調部２２０は、単
一ブロック符号化部２１７によって生成されたコードワードを変調する。
【００５６】
　例えば、送信機と受信機との間に複数の中継機を用いて形成される複数の経路の長さが
全て同一である場合、ネットワークタイプ判断部２１５は、ネットワークのタイプが階層
ネットワークと判断してもよい。この場合、送信機２００は、ロングメッセージ符号化を
行う代わりに、単一ブロック符号化部２１７を用いて単一のデータブロックを符号化して
もよい。ここで、単一ブロック符号化部２１７は、ポイント－ツー－ポイント（ｐ２ｐ）
通信で用いられるエラー制御コードを用いて単一のデータブロックを符号化してもよい。
【００５７】
　図３Ａ～図３Ｄは一実施形態に係る中継機を説明するための図である。
【００５８】
　図３Ａを参照すると、一実施形態に係る中継機３１０は、少なくとも１つの送信機、複
数の中継機及び少なくとも１つの受信機を含むネットワークで少なくとも１つの送信機か
ら少なくとも１つの受信機に送信されたデータブロックを中継してもよい。
【００５９】
　ここで、中継機３１０は、量子化部３１２、符号化部３１３及び変調部３１４を備える
。図３Ａの点線に示す一実施形態に係る中継機３１０は、受信部３１５及び送信部３１６
をさらに備えてもよい。
【００６０】
　受信部３１５は、少なくとも１つの送信機によって送信されたデータブロックを含む無
線信号を受信する。ここで、受信部３１５は、少なくとも１つの送信機から直接無線信号
を受信してもよく、場合に応じて他の中継機によって中継された無線信号を受信してもよ
い。
【００６１】
　量子化部３１２は、受信部によって受信された信号を復調て、復調された信号を予め決
定した圧縮レベルに応じて量子化する。場合に応じて、中継機３１０は、受信部によって
受信された信号を復調する復調部３１１を別に備えてもよい。この場合、復調部３１１は
、受信部３１５によって受信された信号を復調する。
【００６２】
　また、量子化部３１２は、復調部３１１によって復調された信号を予め決定した圧縮レ
ベルに応じて量子化する。ここで、図３Ｃを参照すると、量子化部３１２は、ネットワー
クの目標速度に基づいて予め決定した圧縮レベルを調整する圧縮レベル調整部３１７を備
えてもよい。例えば、圧縮レベル調整部３１７は、ネットワークの達成可能な速度を最大
化するために予め決定した圧縮レベルを調整する。
【００６３】
　図３Ｃを参照すると、量子化部３１２は、復調された信号に含まれた複数のシンボルそ
れぞれを量子化するスカラー量子化部３１８、または復調された信号に含まれた複数のシ
ンボルのシーケンスを量子化するベクトル量子化部３１９のうち少なくとも１つを備えて
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もよい。
【００６４】
　また、符号化部３１３は、量子化部３１２によって量子化された信号を符号化する。こ
こで、符号化部３１３はチャネルエンコーダを含んでもよい。
【００６５】
　ここで、ネットワークに含まれた複数の中継機それぞれに含まれた符号化部は、互いに
独立的に符号化を行ってもよい。例えば、図３Ｂに表示された一実施形態に係る中継機３
２０は、受信部３２２、復調部３２３、量子化部３２４、符号化部３２１、変調部３２５
、及び送信部３２６を備える。受信部３２２、復調部３２３、量子化部３２４、符号化部
３２１、変調部３２５、及び送信部３２６には図３Ａを参照して説明した事項がそのまま
適用されるため、より詳細な説明は省略する。中継機３２０において点線で示された受信
部３２５及び送信部３２６は省略してもよい。
【００６６】
　複数の中継機それぞれに含まれた符号化部は、受信された無線信号に含まれたデータブ
ロックが任意にマッピングされるよう互いに独立的に符号化を行ってもよい。例えば、中
継機３１０及び中継機３２０は、同一のデータブロックを含む無線信号を受信してもよい
。この場合、中継機３１０に含まれた符号化部３１３と中継機３２０に含まれた符号化部
３２１は互いに独立的に符号化を行うことでデータブロックが任意にマッピングされるよ
うにしてもよい。
【００６７】
　また、変調部３１４は符号化部３１３によって符号化された信号を変調し、送信部は変
調部３１４によって変調した信号を送信してもよい。
【００６８】
　図３Ｄを参照すると、一実施形態に係る中継機３３０は、受信部３３３、復調部３３４
、量子化部３３５、符号化部３３６、変調部３３７、及び送信部３３８を備える。受信部
３３３、復調部３３４、量子化部３３５、符号化部３３６、変調部３３７、及び送信部３
３８には図３Ａ及び図３Ｂを参照して説明した事項がそのまま適用されるため、より詳細
な説明は省略する。中継機３３０は、エントロピー符号化部３３１とインターリビング部
３３２をさらに備えてもよい。
【００６９】
　エントロピー符号化部３３１は、最適圧縮のために量子化部によって量子化された信号
をエントロピー符号化する。例えば、エントロピー符号化部３３１は、量子化部と符号化
部との間に位置してもよい。
【００７０】
　また、インターリビング部３３２は、符号化部によって符号化された信号をインターリ
ビングする。例えば、インターリビング部３３２は、複数の中継機それぞれで独立的に生
成された符号化された信号（例えば、チャネルコード）のために符号化部と順次接続され
てもよい。
【００７１】
　ここで、当該分野において通常の知識を有する者であればエントロピー符号化方式とイ
ンターリビング方式を明確に理解することができ、図３Ｂに示す各モジュールには図３Ａ
を参照して説明した事項がそのまま適用されるため、より詳細な説明は省略する。
【００７２】
　図４は、一実施形態に係る受信機を説明するための図である。
【００７３】
　図４を参照すると、一実施形態に係る受信機４００は、復調部４１０、コードワード蓄
積部４２０及び復号化部４３０を備える。図４の点線に示す一実施形態に係る受信機４０
０は信号受信部４０５をさらに備えてもよい。
【００７４】
　信号受信部４０５は、複数の中継機によって中継された複数の無線信号が重なった信号
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を受信する。
【００７５】
　例えば、送信機Ｔ１によってマルチキャストされた信号は中継機Ｌ１と中継機Ｌ２によ
って受信されてもよい。中継機Ｌ１は受信された信号を中継機Ｌ３に中継し、中継機Ｌ２
と中継機Ｌ３は受信された信号を受信機Ｒ１に送信してもよい。この場合、受信機Ｒ１は
、中継機Ｌ２と中継機Ｌ３によって送信された信号が重なった信号を受信してもよい。図
１を参照すると、受信機１３０をポインティングする複数の矢印は、複数の中継機１２０
によって送信される複数の中継信号を示し、受信機１３０それぞれは複数の中継信号が重
なった信号を受信してもよい。
【００７６】
　または、送信機Ｔ１によってマルチキャストされた信号と送信機Ｔ２によってマルチキ
ャストされた信号がそれぞれ中継機Ｌ１と中継機Ｌ２によって受信されてもよい。この場
合、中継機Ｌ１と中継機Ｌ２は、送信機Ｔ１と送信機Ｔ２によって送信された信号が重な
った信号を受信してもよい。中継機Ｌ１は受信された信号を中継機Ｌ３に中継し、中継機
Ｌ２と中継機Ｌ３は受信された信号を受信機Ｒ１と受信機Ｒ２に送信してもよい。受信機
Ｒ１と受信機Ｒ２は、中継機Ｌ２と中継機Ｌ３によって送信された信号が重なった信号を
受信してもよい。
【００７７】
　復調部４１０は、受信部によって受信された重複信号を復調することでコードワードを
生成し、コードワード蓄積部４２０は、予め決定した数のコードワードを蓄積する。例え
ば、送信機がｂ個のデータブロックを用いてロングメッセージを符号化し、各データブロ
ックはｎ個のシンボルを含む場合を仮定する。この場合、コードワード蓄積部４２０は、
合わせてｎｂ個のシンボルを蓄積してもよい。
【００７８】
　また、復号化部４３０は、複数のデータブロックを生成するためにコードワード蓄積部
４２０に蓄積された複数のコードワードをジョイント復号化する。一実施形態に係るコー
ドワード蓄積部４２０は、予め決定した数のコードワードが蓄積されると復号化部４３０
に予め決定した数のコードワードが蓄積されたことを知らせてもよい。復号化部４３０は
、コードワード蓄積部４２０の通知に反応してジョイント復号化を行ってもよい。
【００７９】
　ここで、復号化部４３０は、ジョイント復号化方式に関する様々な方式を用いてもよい
。例えば、復号化部４３０は、ＭＡＰ（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ａ　ｐｏｓｔｅｒｉｏｒｉ　Ｐ
ｒｏｂａｂｉｌｉｔｙ）方式、ＭＬ（Ｍａｘｉｍｕｍ　Ｌｉｋｅｌｉｈｏｏｄ）方式、ま
たはメッセージ－転送（Ｍｅｓｓａｇｅ－ｐａｓｓｉｎｇ）方式などを用いてジョイント
復号化を行ってもよい。
【００８０】
　また、復号化部４３０は、ジョイント復号化方式を用いて互いに異なる送信機から送信
された信号それぞれに対応するデータブロックを同時に生成してもよい。例えば、受信部
によって受信された信号が複数の送信機から送信されたデータブロックを含む場合を仮定
する。この場合、復号化部４３０は、前述したジョイント復号化方式を用いることによっ
て複数の送信機それぞれに対応するデータブロックを同時に生成してもよい。
【００８１】
　また、一実施形態に係る復号化部４３０は、複数の中継機それぞれにおける圧縮インデ
ックスを復号化しなくてもよい。
【００８２】
　図４の点線に示す一実施形態に係る受信機４００は、ネットワークタイプ判断部４３５
と単一ブロック復号化部４４０をさらに備えてもよい。ここで、ネットワークタイプ判断
部４３５は、送信機と受信機との間の経路の長さに関するネットワークタイプを判断する
。単一ブロック復号化部４４０は、ネットワークタイプ判断部４３５の判断結果に応じて
復調部４１０によって生成されたコードワードを復号化する。
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【００８３】
　例えば、送信機と受信機との間に複数の中継機を用いて形成される複数の経路の長さが
全て同一である場合、ネットワークタイプ判断部４３５は、ネットワークのタイプが階層
ネットワークであると判断してもよい。この場合、受信機４００は、ジョイント復号化を
行う代わりに、単一ブロック復号化部４４０を用いて単一のデータブロックを復号化して
もよい。ここで、単一ブロック復号化部４４０は、順次復号化方式を用いて単一のデータ
ブロックを符号化してもよい。
【００８４】
　実施形態に係る方法は、多様なコンピュータ手段を介して様々な処理を実行することが
できるプログラム命令の形態で実現され、コンピュータ読取可能な記録媒体に記録されて
もよい。コンピュータ読取可能な媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造
などのうちの１つまたはその組合せを含んでもよい。媒体に記録されるプログラム命令は
、本発明の目的のために特別に設計されて構成されたものでもよく、コンピュータソフト
ウェア分野の技術を有する当業者にとって公知のものであり、使用可能なものであっても
よい。コンピュータ読取可能な記録媒体の例としては、ハードディスク、フロッピー（登
録商標）ディスク及び磁気テープのような磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤのような光記
録媒体、光ディスクのような光磁気媒体、及びＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリなどの
ようなプログラム命令を保存して実行するように特別に構成されたハードウェア装置が含
まれてもよい。
【００８５】
　上述したように、本発明を限定された実施形態と図面によって説明したが、本発明は、
上記の実施形態に限定されることなく、本発明が属する分野における通常の知識を有する
者であれば、このような実施形態から多様な修正及び変形が可能である。
【００８６】
　したがって、本発明の範囲は、開示された実施形態に限定されるものではなく、特許請
求の範囲だけではなく特許請求の範囲と均等なものなどによって定められるものである。
【符号の説明】
【００８７】
　１００　協調通信システム
　１１０　送信機
　１２０　中継機
　１３０　受信機
　２００　送信機
　２１０　符号化部
　２１２　受信部
　２１４　分割部
　２１５　ネットワークタイプ判断部
　２１７　単一ブロック符号化部
　２２０　変調部
　２２５　送信部
　２３０　データブロック
　２４０、２５０、２６０　コードワード
　３１０　中継機
　３１１　復調部
　３１２　量子化部
　３１３　符号化部
　３１４　変調部
　３１５　受信部
　３１６　送信部
　３１７　圧縮レベル調整部
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　３１８　スカラー量子化部
　３１９　ベクトル量子化部
　３２０　中継機
　３２１　符号化部
　３２２　受信部
　３２３　復調部
　３２４　量子化部
　３２５　変調部
　３２６　送信部
　３３０　中継機
　３３１　エントロピー符号化部
　３３２　インターリビング部
　３３３　受信部
　３３４　復調部
　３３５　量子化部
　３３６　符号化部
　３３７　変調部
　３３８　送信部
　４００　受信機
　４０５　信号受信部
　４１０　復調部
　４２０　コードワード蓄積部
　４３０　復号化部
　４３５　ネットワークタイプ判断部
　４４０　単一ブロック復号化部
【図１】 【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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【図２Ｄ】

【図２Ｅ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】 【図３Ｃ】
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